
広島会場 3月24日（金）

㈱税務研究会　中国支局 〒730–0032　広島市中区立町2–27（NBF広島立町ビル6F）
TEL（082）243–3720　FAX（082）243–3725

第三者間では起こらない諸問題をクライアントのために再検討！

オーナーとそのオーナー会社を巡る
税務上の留意点＆処方箋

開 催 要 領
日　　時	 平成29年3月24日（金）午前10時〜午後4時30分
会　　場	 メルパルク広島　5F　桜の間
	 広島市中区基町6–36　TEL（082）222–8501
受 講 料	 1名様につき（テキスト・昼食・消費税含む）
	 会員：25,000円　読者：29,000円　未読者：39,000円　　

※この研修会は
　「無料クーポン対象講座」です。

申込方法	 裏面の申込書にご記入の上、FAXまたは郵送にてお申し込みください。
払込方法	 折り返し、『受講票付き請求書』をお送りしますので、付属の郵便振替用紙にて
	 お振り込みください。
受 講 票	 『受講票』は「請求書」から切り離して、当日、会場受付までお持ちください。

総務・経理・財務部　各位職業会計人・同職員

　講 師　税理士　山下 雄次 氏

　税理士法人右山事務所を経て、平成18年山下雄次税理士事務所開業。東京税理士会において会員電話相談室を担当。
東京税理士会調査研究部委員。主な著書に「会社税務の重要ポイン卜Ｑ＆Ａ」、「申告に役立つ『税額控除制度』詳解」
（共著）（税務研究会）等がある。週刊「税務通信」に「タックスフン卜ウ」連載中。

☆オーナーとオーナー会社は人格は異なるものの、利害関係が一致しているため、第三者間取引
では起こり得ない取引が発生しやすい

☆オーナー会社は毎事業年度の期間損益だけではなく、オーナーの相続発生時における事業承継
も視野に入れる必要あり

☆オーナー会社の特徴を捉えて、間違いのない対応・選択ができるようにする

Ⅰ	事業承継を巡る税務
　事業承継のテーマのうち、自己株式対策について取り上げています。既に高額になった株価を下げる方法を
模索しながら、具体的な評価上の留意点を検討します。純資産価額の算定にあたっては、評価通達では読み切
れないポイントなども紹介します。最近では、一般社団法人などの株式会社以外の法人格の利用も増えていま
すので、スキームの全体像を検証します。
Ⅱ	借入金を巡る税務
　相続を意識すると放置することができないオーナー借入金。円滑な事業承継のハードルにもなるので、事前
の対策が必須となります。複数の対策を講じて、無理なく長期計画での解消を目指します。
Ⅲ	不動産を巡る税務
　同族関係者間での不動産の譲渡、賃貸は日常的に行われています。その中で、不動産管理法人における税務
リスクを取り上げていきます。不動産管理法人を設立する際に検討すべき事項、否認事案から学べる留意点な
どを網羅的に紹介します。
Ⅳ	役員給与を巡る税務
　定期同額給与などの定番となったものではなく、役員退職金、非常勤役員やみなし役員などへの給与などこ
れまで注目していなかった論点を取り上げています。特に役員退職金では、最近の判例などから新たなテーマ
も浮上しています。
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「オーナーとそのオーナー会社を巡る税務上の留意点＆処方箋」研修会申込書
【3月24日（金）】

	 	 平成　　年　　月　　日

業　種 資本金 万円 決算期 月 社員数 人

参

加

者

部　　課　　名 役　　職　　名 氏　　　　　名 経理実務経験
フリガナ

年
フリガナ

年
フリガナ

年

お客様コード
会 社 名
（事務所名）

所 在 地 〒

Ｔ Ｅ Ｌ （　　　　　）　　　　　− Ｆ Ａ Ｘ （　　　　　）　　　　　−

	申込先	 ㈱税務研究会　中国支局 行　 FAX（082）243–3725

※個人情報の取扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、商品の発送、サービスの提供に使用させていただくほか、当社がおすすめする他の商品・サービスの
ご案内にも使用させていただく場合がございます。また、登録情報は厳重に管理し、第三者に開示することは一切ございません。

※お支払いは、出来るだけお振込みをご利用下さい。※お客様コードは送付の封筒に記載されている8ケタの番号です。

主 な 研 修 内 容
Ⅰ	事業承継を巡る税務
１．自己株式対策が必要な理由
２．事前対策の検討･･･特定評価会社になると評価が

上がるので事前に回避する必要がある
３．会社規模の判定の留意点･･･派遣社員が多い場合

はどうなるの？
４．類似業種価額の計算･･･配当金額、利益金額、純

資産価額の留意点
５．株価を下げる方法･･･会社を赤字にするだけでは

ない
６．近年における法人の設立状況の把握
７．合資・合名会社の無限責任社員による事業承継対

策･･･債務控除による債務超過の有効利用
８．持分会社（合資･合名･合同）による名義株式対策

･･･持分が相続によって承継されるのは定款の定
めがある場合のみで原則は払戻しになる

９．一般社団･財団法人による財産の切り離し･･･持分
がない法人格なので、法人保有の資産は相続税の
対象にはならない。

Ⅱ	借入金を巡る税務
１．オーナー借入金に係る利息
２．オーナー借入金を減らす方法の検討
３．DESによる資本金等の額の増加
４．債務を時価評価する方法
５．擬似DESの検討
６．相続における社長借入金の評価
７．青色欠損金の範囲での債務免除益･･･同族会社が

債務免除する際には、株価変動による贈与課税に
も注意する

Ⅲ	不動産を巡る税務
１．税理士が無理なく行える土地の時価算定･･･判例

からの検討
２．建物のみの譲渡契約における合理的な時価算定
３．みなし譲渡とみなし贈与の関係
４．不動産管理会社の運用形態
５．妥当な管理料の検討…不動産管理会社の論点とし

て管理料が過大か否かであり、許容される管理料
を裁決例などから検討する

Ⅳ	役員給与を巡る税務
１．定期同額給与
（1）定期同額給与となる経済的利益の取扱い
（2）経済的利益の事例検討
（3）定期同額給与の病欠による期中減額改定の必要

性
２．特殊な役員に支給する給与
（1）非常勤役員が行う業務内容とその職務執行対価
（2）許容される非常勤役員給与の限度
（3）みなし役員の判定基準
３．役員退職金
（1）役員退職金を分割支給する際の留意点
（2）役員退職金の適正額の算定
（3）分掌変更等による退職金の支給…否認事例から

問題点を洗い出し、潜在的な否認リスクを解消
する

（4）会社法上の役員が役員退職金の支給を受けた後
に、みなし役員と認定された場合の課税関係


